
神奈川県専修学校各種学校協会川崎支部補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協会川崎支部に対

し専修学校及び各種学校の教職員等の研修費を補助することにより、専修学校

及び各種学校に学ぶ青少年の健全なる育成に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「学校協会川崎支部」とは、一般社団法人神奈川県専

修学校各種学校協会川崎支部をいう。 

 （補助金の対象者） 

第３条 神奈川県専修学校各種学校協会川崎支部補助金（以下「補助金」とい 

う。）は、学校協会川崎支部に対するものとする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金交付の対象となる経費は、専修学校及び各種学校の健全な発達に

寄与するために必要な研修に要する経費とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象事業実施計画書（第２号様式） 

⑵ 補助対象事業の収支予算書（第３号様式） 

⑶ 各専修学校及び各種学校の補助対象年度の５月１日現在学級数・生徒数・

教職員数調書（第４号様式） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は、市長が予算の範囲内で、交付する。 

 （補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、第５条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請

書その他の書類を審査し、速やかに、補助金の交付の可否を決定するものとす

る。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書（第５号様式） 

により、補助金の不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書（第６号様



式）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付条件等） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、交付決定を受けたその年度内に補助対象事

業を完了しなければならない。 

２ 補助金は、交付決定を受けた補助対象経費以外の経費に使用してはならない。 

３ 補助対象事業を変更し、又は中止しようとする場合は、速やかに、補助対象

事業変更・中止報告書（第７号様式）に補助対象事業変更・中止計画書（第８

号様式）を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業完了後、速やかに、補助

対象事業実績報告書（第９号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出

しなければならない。 

⑴ 補助対象事業実施報告書（第１０号様式） 

⑵ 補助対象事業実施金額内訳（第１１号様式） 

⑶ 補助対象事業の収支決算書（第１２号様式） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （証拠書類の整備） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る書類を整備し、当該

補助対象事業を完了した年度の翌年度から起算して５年間保存しなければなら

ない。 

 （調査に対する協力義務） 

第１１条 補助金の交付申請をした者は、申請書及び添付文書に記載した事実並

びに補助金の使途等に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しな

ければならない。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 偽り又は不正な方法により補助を受けたとき。 

 ⑶ 補助対象事業の全部又は一部が実施されなかったとき。 

 ⑷ 補助金を補助対象事業以外の経費に使用したとき、その他補助金の交付決



定に付した条件に反したとき。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、こ

ども未来局長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月４日から施行する。 


